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埼玉県特別支援教育研究会
第61回研究協議会幸手大会

【分科会】

交流及び共同学習

中 内 麻 美
星美学園短期大学

分科会「交流及び共同学習」の内容

１）目的と現状

・交流及び学習の目的

・現状

・実施形態

２）実践方法

・行事交流

・教科交流

・日常交流

３）学習成果と課題

・学習効果とリスク

・子ども・保護者のニーズ

・持続可能な実践のために

「交流および共同学習」

１) 目的と現状

学習指導要領 第１章 総則 第５の２

交流及び共同学習を行うことは

障害のある子どもも障害のない子どもも共に成長していくことの

できる機会であり、すべての子どもたちの社会性や豊かな人間性を

育成する上で、重要な役割を果たすものである
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障害者基本法 第16条 （平成２3年改正）

◆交流及び共同学習にあたり取り組むこと

・保護者に十分な情報提供を行う

・保護者の意向を尊重する

・相互理解を促進する

・人材確保，資質向上，教材等の提供，施設の整備の促進

「交流及び共同学習」とは 文部科学省（2008）

• 交流及び共同学習は、相互の触れ合い

を通じて豊かな人間性を育むことを目

的とする交流の側面と、教科等のねらい

の達成を目的とする共同学習の側面が

あり、この二つの側面を分かちがたいも

のとして捉え、推進していく必要がある

障害の

ある子

障害の

ない子

社会性

互いを尊重

豊かな人間性
インクルーシブ教育システム構築

の取り組みの一つ

支援籍では障害のある子どもたちが在籍する学校または学級以外にも籍を置いて
必要な学習活動を行う

埼玉県教育委員会 支援籍学習実践事例集（平成23年度）より

支
援
籍

交流及び共同学習の実施形態

通常学級

特別支援学校

学校間交流

居住地校交流

特別支援学級 学校内交流
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埼玉県 支援籍
埼玉県における支援籍の３つの形態

支援籍の
学習場面

≪通常学級の支援籍≫

•入学式

•合唱祭

•図画工作・音楽・書写

•給食

≪特別支援学校の支援籍≫

•自立活動
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「交流および共同学習」

２) 実践方法

交流及び共同学習の流れ

準備

•ニーズ調査

•指導計画

•連絡調整

打合せ

•校内

•学級間

•学校間

実施

•事前学習

•行事・教科・

日常

事後

•評価

•改善

□ねらい
□内 容
□役 割

□学級・学校内
□学級・学校間
□次回へのつながり

特別支援学校と小中高の実践内容

間接的な交流

• 学校・学級便り・学校行事などの
案内の交換

• 地域行事の案内の送付

• 作品や手紙などの交換

• ビデオレター・情報交流シートなど

直接的な交流

• 学校行事

• 教科

• 総合的な学習の時間

• 課外活動（部活など）

• 特別支援学校と小中高の児童生徒の参加人数の調整
• 時間の確保と活動内容
• 特別支援学校と小中高のどちらに出向くのか（移動手段の検討）
• 障害理解・相互理解のための事前学習・準備の必要性

特別支援学級と通常学級の実践内容

間接的な交流

•学級便り・学校行事などの案内

の交換

•作品や手紙などの交換

直接的な交流

•学校行事

•教科・総合的な学習の時間

•課外活動（部活など）

•日常的な交流（休み時間など）

• 子どもの実態に合わせた時間確保と活動内容の決定
• すべての子どもが参加できる授業の工夫が求められる
• 子どものニーズの変化やトラブルについて注視しながら進める
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交流及び共同学習 【教科学習】

特徴

交流と共同学習

の両面に着目

音楽・体育・図工

などが多い

リスク

学習保障の不足

支援する₋される役割

の固定化

交流可能な科目が

限られる

実践方法

特別支援学校・学級

から「持ち込む」

UDL：学びのユニ

バーサルデザイン

小学校５年生「国語」
知的障害児の教科交流

三澤ら（2018）

•児童の実態とねらいの共有

•指導内容の共有

•両校教師による単元指導計画
の設定

◆特別支援学校 全20回

◆小学校 全７回

◆交流及び共同学習 全６回

≪教科交流による実践≫
小学校４年生「国語」
特別支援学級児童の交流

（安里，2021）

•特別支援学級の学習方法を「持ち込む」

ことですべての児童にわかりやすい

≪UDL：学びのユニバーサル・デザイン≫

の実践に結びつく可能性がある

例）支援ツール，声かけなど
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中学校１～３年生と特別支援学校中学部（知的障害）
のボッチャ等による交流（文部科学省，2019）

•特別支援学校教諭の出前
授業による事前学習

•両校による意見交換会
（振り返り）の実施

• ねらい（総合的な学習の時間）

障害者スポーツを共に行う
ことにより、障害のある生徒
の立場で物事を考えること
を学ぶとともに障害者への
理解を深める

中学校通常学級・特別支援
学級・特別支援学校
「総合的な学習の時間」に
よる交流及び共同学習
（浅間ら，2020）

◆授業計画 全10回
「総合的な学習の時間」「体育」
１）自己紹介とゲーム
２）ミニゴールボール
３）まとめ学習とポスター制作
・相互理解につながった
・通常学級生徒の障害理解が向上
・双方に体育技能の向上がみられた

交流及び共同学習 【行事交流】

特徴

学年が上がっても

取り入れやすい

交流の側面が強調

リスク

児童生徒の人数比率

継続的になりにくい

弱みに着目されやすい

実践方法

交流人数の調整

継続的・日常的な

計画

特別支援学校（知的障害）から小学校へ
新１年生 入学式の出席（埼玉県教育委員会，2011）

•入学前から小学校と
の打合せ

▢入場の仕方

▢式の流れ

▢座席の位置

▢名簿への掲載など

•居住地の子どもたち
とのつながりを持つこ
とができる
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交流及び共同学習 【日常交流】

特徴

校内の児童生徒

の交流

主体的に活動

できる

リスク

持てる力を発揮

できない

意欲が

低下しやすい

実践方法

教員間の打合せ

役割をもたせ

主体性を高める

教員の働きかけ

特別支援学校（知的障害）から小学校へ
中学部１年 朝活動（埼玉県教育委員会，2011）

•小学校から５年間
継続

•地域の子どもたち
から声を掛けてもら
えるようになった

•自分から子どもたち
に関わる姿がみら
れるようになった

「交流および共同学習」

３) 学習成果と課題

相互的な学びとなる「交流及び共同学習」のあり方

活動内容

⚫ 発見⇒喜び

⚫ 協力⇒一体感

⚫ 試行錯誤⇒問題解決

⚫ 課題達成⇒満足感・達成感

⚫ 次につながる振り返り

関係性

⚫ 「誰かのせい（排除）」では

なく「互いを認め合う」

⚫ 支援者と要支援者の関係性

にならない

⚫ どちらにも活躍の機会がある
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交流及び共同学習による学習効果とリスク

肯定的な気持ちの変化，満足度，共通点の発見など，

態度・意識の変化がみられる （細谷2011）

問題解決・探索活動に主体的，創造的，協同的に取

り組む態度を育てることにつながる

◆短期・長期的な効果が見込める

交流及び共同学習（文部科学省，2008）
お互いを正しく理解し、ともに助け合い支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場

インクルーシブ社会の構築に向けた取り組みの一環である

通常学級の子どもたちは，障害のマイナス

面に注目してしまう傾向がある（堤ら，2008）

◆組織されていない接触は態度変化

を生み出さない（Thomasら，1985）

通常学級における学習効果 リスク

新しい友だちとの
関係

積極的な学習

自己への
気づき 友だちの模倣 模倣の効果 学習効果

国立特別支援教育総合研究所（２０２１）
地域実践研究
交流及び共同学習の充実に関する研究
（令和元年〜令和２年度） 研究成果報告より

特別支援学校・特別
支援学級の児童生徒
「交流及び共同学習」
によって身についたこと
（保護者の意見）

障害理解の段階

１ •関心が希薄な段階

２ •障害に起因する困難さのみに注目する段階

３ •代行する感覚の存在や介助器具などの有効性に気づき始める段階

４ •主体的に暮らしている人の存在を学び直す段階

５ •バリアフリーの視点で考える段階

６ •コミュニケーションを重視する段階

保護者と児童生徒のニーズ

•地域・友だち・クラスの受け入れ

•強みを活かす・伸ばす参加

•集団の中に１人で入るのは抵抗感
がある

•児童生徒の状態像とニーズは変化
する

•特別支援学校・学級への就学を
納得できるまでに時間を要する

•社会から阻害されたと感じる

•子どもの将来に対する不安がある

⇒地域の小学校との交流が

条件となることもある

◆児童生徒の学びとなるように実施の可否・内容・頻度等を見極める
◆可変的・潜在的であることをふまえニーズ調査と事後の振り返りを行う

保護者 児童生徒
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文科省（2019）「交流及び共同学習」ガイドより
実施にあたってのチェックリスト

□ 学校，子ども，保護者等の関係者が意義やねらいについて十分に

理解している

□ 校長のリーダーシップのもと学校全体で組織的に取り組む体制を

整えている

□ 事前の準備・実施・事後の振り返りについて年間指導計画に位置づけ

計画的に取り組むことができている

□ 単発またはその場限りの限りの活動ではなく

継続的な取り組みとして年間指導計画に位置づけている

文科省（2019）「交流及び共同学習」ガイドより
実施にあたってのチェックリスト つづき

□ 事前に活動のねらいや内容について子どもたちの理解を深める

□ 子どもたちが主体的に取り組む活動にする

□ 事後学習で振り返りを行い，その後の学校生活においても障害者理解に

関わる丁寧な指導を継続する

持続可能な実践のために

•地域・学校・教員・児童生徒・保護者のニーズや実態は多様である

•互いに児童生徒が持てる力を発揮できる場となるように計画する

≪実施にあたっての検討課題≫

・一人一人の児童生徒の実態・ニーズ

・対応できる教員などの人的資源

・時間・場所・支援ツールなどの物的資源

児童生徒×各校の個別性をふまえて継続可能
な実践方法を柔軟に検討する必要がある

⇒各校の実践を共有し，多くのヒントを得たい

児童生徒の

ニーズ

人的資源物的資源


